
国 立 大 学 法 人 京 都 大 学 特 定 有 期 雇 用 教 職 員 就 業 規 則 等 新 旧 対 照 表 

改   正   前 改   正   後 

  国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規則 

（平成１８年達示第２１号） 

 

 （前 略） 

 （他の規則の準用） 

第７条 （略） 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条第３

項の規定により年俸制特定教員に準用する採用・懲戒

等に関する事項のうち、教員就業特例規則第６条の規

定、就業規則第３１条の規定により年俸制特定教員に

準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人京都

大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０号。以下

「給与規程」という。）第５条から第８条まで、第１

１条から第１９条まで、第２０条（国立大学法人京都

大学教職員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４月１

日総長裁定）第１３条の２に規定する緊急手術等手当

及び第１３条の３に規定する全学海外拠点勤務手当を

除く。）、第２１条、第２２条、第２７条から第３３

条まで、第３３条の３から第３３条の６まで、第３４

条及び第３５条の規定並びに就業規則第４０条の規定

により年俸制特定教員に準用する勤務時間、休暇等に

関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職員の勤

務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示第８３

号。以下「勤務時間等規程」という。）第２７条第１

９号の規定は、これを準用しない。 

 

 

 

 

 

 

３  

４  

５ 前２項の規定は、当該雇用する年俸制特定教員が無

期雇用教職員となった場合においては、これを適用し

ない。 

 （中 略） 

 （他の規則の準用） 

第１１条 （略） 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条第３

項の規定により特定拠点教員に準用する採用・懲戒等

に関する事項のうち、教員就業特例規則第６条の規

定、就業規則第３１条の規定により特定拠点教員に準

用する給与に関する事項のうち、給与規程第５条から

第８条まで、第１１条から第２２条まで、第２７条か

ら第３３条の４まで、第３３条の６、第３４条及び第

３５条の規定並びに就業規則第４０条の規定により特

定拠点教員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項

のうち、勤務時間等規程第２７条第１９号の規定は、

これを準用しない。 

 

 

 

 

 

 

（他の規則の準用） 

第７条 （同 左） 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条第３

項の規定により年俸制特定教員に準用する採用・懲戒

等に関する事項のうち、教員就業特例規則第６条の規

定並びに就業規則第３１条の規定により年俸制特定教

員に準用する給与に関する事項のうち、国立大学法人

京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第８０号。

以下「給与規程」という。）第５条から第８条まで、

第１１条から第１９条まで、第２０条（国立大学法人

京都大学教職員特殊勤務手当支給細則（平成１６年４

月１日総長裁定）第１３条の２に規定する緊急手術等

手当及び第１３条の３に規定する全学海外拠点勤務手

当を除く。）、第２１条、第２２条、第２７条から第

３３条まで、第３３条の３から第３３条の６まで、第

３４条及び第３５条の規定は、これを準用しない。 

 

 

 

 

 

３ 第１項前段の規定にかかわらず、就業規則第４０条

の規定により年俸制特定教員に準用する勤務時間、休

暇等に関する事項のうち、国立大学法人京都大学教職

員の勤務時間、休暇等に関する規程（平成１６年達示

第８３号。以下「勤務時間等規程」という。）第２７

条第１９号の規定は、これを準用しない。 

４  

５  

６ 前３項の規定は、当該雇用する年俸制特定教員が無

期雇用教職員となった場合においては、これを適用し

ない。 

 

（他の規則の準用） 

第１１条 （同 左） 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第２条第３

項の規定により特定拠点教員に準用する採用・懲戒等

に関する事項のうち、教員就業特例規則第６条の規定

並びに就業規則第３１条の規定により特定拠点教員に

準用する給与に関する事項のうち、給与規程第５条か

ら第８条まで、第１１条から第２２条まで、第２７条

から第３３条の４まで、第３３条の６、第３４条及び

第３５条の規定は、これを準用しない。 

 

 

 

３ 第１項前段の規定にかかわらず、就業規則第４０条

の規定により特定拠点教員に準用する勤務時間、休暇

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 （中 略） 

（準用） 

第１３条 第６条の２並びに第７条第１項及び第２項の

規定は、特定外国語担当教員に準用する。この場合に

おいて、第７条第２項の規定中「第１１条から第１

９条まで、第２０条（国立大学法人京都大学教職員特

殊勤務手当支給細則（平成１６年４月１日総長裁定）

第１３条の２に規定する緊急手術等手当を除く。）、

第２１条、第２２条」とあるのは「第１１条から第２

２条まで」と読み替える。 

 

 

 

 

２ 前項の規定にかかわらず、就業規則第２２条第１項

の規定は、国際高等教育院において雇用する場合（大

学が特に認める場合に限る。）は、これを準用しな

い。 

３ 前項の規定は、当該雇用する特定外国語担当教員が

無期雇用教職員となった場合においては、これを適用

しない。 

 （中 略） 

 （準用） 

第１６条 第６条の２、第７条第１項及び第２項 並び

に第１２条の３の規定は、特定病院助教に準用する。

この場合において、第７条第２項の規定中「第２０条

（国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細則

（平成１６年４月１日総長裁定）第１３条の２に規定

する緊急手術等手当を除く。）」とあるのは「第２０

条（国立大学法人京都大学教職員特殊勤務手当支給細

則（平成１６年４月１日総長裁定）第１２条に規定す

る麻酔手当及び第１３条の２に規定する緊急手術等手

当を除く。）」と読み替える。 

 

 

 

 

 

 

 

 （中 略） 

 （他の規則の準用） 

第２０条 この章に定めるもののほか、特定専門業務職

員の就業に関する事項については、就業規則（第１３

条の２、第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準

用する。ただし、同規則第３１条の規定により特定専

門業務職員に準用する給与に関する事項のうち、給与

規程第５条から第８条まで、第１１条から第１９条ま

等に関する事項のうち、勤務時間等規程第２７条第

１９号の規定は、これを準用しない。 

４ 前項の規定は、当該雇用する特定拠点教員が無期雇

用教職員となった場合においては、これを適用しな

い。 

 

（準用） 

第１３条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第４０条の

規定により特定外国語担当教員に準用する勤務時間、

休暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第２７条

第１９号の規定は、これを準用しない。 

３ 第１項の規定にかかわらず、就業規則第２２条第１

項の規定は、国際高等教育院において雇用する場合

（大学が特に認める場合に限る。）は、これを準用し

ない。 

４ 前２項の規定は、当該雇用する特定外国語担当教員

が無期雇用教職員となった場合においては、これを適

用しない。 

 

 （準用） 

第１６条 （同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項前段の規定にかかわらず、就業規則第４０条の

規定により特定病院助教に準用する勤務時間、休暇等

に関する事項のうち、勤務時間等規程第２７条第１９

号の規定は、これを準用しない。 

３ 前項の規定は、当該雇用する特定病院助教が無期雇

用教職員となった場合においては、これを適用しな

い。 

 

 （他の規則の準用） 

第２０条 この章に定めるもののほか、特定専門業務職

員の就業に関する事項については、就業規則（第１３

条の２、第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準

用する。ただし、同規則第３１条の規定により特定専

門業務職員に準用する給与に関する事項のうち、給与

規程第５条から第８条まで、第１１条から第１９条ま



改   正   前 改   正   後 

で、第２０条（国立大学法人京都大学教職員特殊勤務

手当支給細則（平成１６年４月１日総長裁定）第１３

条の３に規定する全学海外拠点勤務手当を除く。）、

第２１条、第２２条及び第２７条から第３５条までの

規定並びに就業規則第４０条の規定により特定専門業

務職員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項のう

ち、勤務時間等規程第２７条第１９号の規定は、この

限りでない。 

 

 

 

 

２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２条第

１項の規定は、大学が特に認めた場合（無期雇用教職

員となった場合を除く。）は、これを準用しない。 

３ 第１項ただし書の規定にかかわらず、特定専門業務

職員で管理監督者相当職（給与規程別表第９で定める

俸給の特別調整額支給対象者に準ずる者）に就いてい

る者については、給与規程第２７条の規定を準用する

ものとし、同規程第２３条及び第２４条の規定は、こ

れを準用しない。 

 

 

 

 （中 略） 

 （準用） 

第２４条 第６条の２、第１９条の２及び第２０条の規

定は、特定職員に準用する。この場合において、就業

規則第４６条第３項の規定により特定職員に準用する

国立大学法人京都大学教職員の育児・介護休業等に関

する規程（平成１６年達示第８４号。以下「育児・介

護規程」という。）の適用については、「教職員」と

あるのは「特定職員」と読み替えるほか、別表第２の

左欄に掲げる育児・介護規程の条の規定は、同表右欄

のとおりとする。 

２・３ （略） 

４ 第１項の規定にかかわらず、短時間勤務特定職員に

係る就業規則第４０条の規定により特定職員に準用す

る勤務時間等規程の適用については、別表第３の左欄

に掲げる条の規定は、同表右欄のとおりとする。 

 （中 略） 

 （準用） 

第２８条 第６条、第６条の２及び第２０条第１項の規

定は、特定研究員に準用する。 

２ （略） 

 （中 略） 

（他の規則の準用） 

第３２条 この章に定めるもののほか、特定医療技術職

員の就業に関する事項については、就業規則（第１３

条の２、第２３条及び第６４条を除く。）の規定を準

用する。ただし、同規則第４０条の規定により特定医

療技術職員に準用する勤務時間、休暇等に関する事項

で、第２０条（国立大学法人京都大学教職員特殊勤務

手当支給細則（平成１６年４月１日総長裁定）第１３

条の３に規定する全学海外拠点勤務手当を除く。）、

第２１条、第２２条及び第２７条から第３５条までの

規定は、この限りでない。 

 

 

 

２ 前項本文の規定にかかわらず、就業規則第４０条の

規定により特定専門業務職員に準用する勤務時間、休

暇等に関する事項のうち、勤務時間等規程第２７条第

１９号の規定は、これを準用しない。 

３ 第１項本文の規定にかかわらず、就業規則第２２条

第１項の規定は、大学が特に認めた場合（無期雇用教

職員となった場合を除く。）は、これを準用しない。 

４ （同 左） 

 

 

 

 

 

５ 第２項の規定は、当該雇用する特定専門業務職員が

無期雇用教職員となった場合においては、これを適用

しない。 

 

（準用） 

第２４条  

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ 

４  

 

 

 

 

 （準用） 

第２８条 第６条、第６条の２並びに第２０条第１項、

第２項及び第５項の規定は、特定研究員に準用する。 

２ （同 左） 

 

（他の規則の準用） 

第３２条 （同 左） 

 

 

 

 

 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

のうち、勤務時間等規程第２７条第１９号の規定は、

この限りでない。 

 

 

 

 （中 略） 

 

 

 

 （中 略） 

別表第３（第２４条第４項関係） 

勤務

時間

等規

程の

規定 

適用する規定 

（略） 

第２４

条の２ 

第２４条の２ 病気休暇の期間は、療養のため勤

務しないことがやむを得ないと認められる必要

小限度の期間とする。ただし、次に掲げる場

合以外の場合における病気休暇（以下「特定病

気休暇」という。）の期間は、次に掲げる場合に

おける病気休暇を使用した日その他別に定める

日（以下この条において「除外日」という。）を

除いて、連続して上限病気休暇日数（別表第１

の上限病気休暇日数の欄に掲げる日数をいう。

以下この条において同じ。）（業務上負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、

若しくは疾病にかかった場合（以下「業務上負

傷等の場合」という。）は、１年）を超えること

はできない。 

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 

(2) 京都大学安全衛生管理規程（平成１９年達

示第８号）第４０条第１項に規定する就業

制限の措置を受けた場合 

 

 

 

 

 

２～７ （略） 

（略） 

第２７ 

条 

第２７条 短時間勤務特定職員が、次の各号の一

に該当する場合（第１０号及び第１１号に掲げ

る場合にあっては、１週間の勤務日の日数が２

日を超える者に限る。ただし、これらの休暇を

取得できる短時間勤務特定職員の制限について

は、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律

第７６号）第１６条の３第２項又は第１６条の

６第２項の規定において準用する第６条第１項

ただし書による労使協定がある場合に限る。）に

は、特別休暇を与えることがある。 

 

 

２ 前項ただし書の規定は、当該雇用する特定医療技術

職員が無期雇用教職員となった場合においては、これ

を適用しない。 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

別表第３（第２４条第４項関係） 

勤務

時間

等規

程の

規定 

適用する規定 

（同 左） 

第２４

条の２ 

第２４条の２ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1) 

 (2) 

 

 

 (3) 女性の短時間勤務特定職員が母子保健法

（昭和４０年法律第１４１号）の規定による

保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守

るため勤務しないことがやむを得ないと認め

られる場合 

２～７ （同 左） 

（同 左） 

第２７

条 

第２７条 短時間勤務特定職員が、次の各号の一

に該当する場合（第１０号及び第１１号に掲げ

る場合にあっては、１週間の勤務日の日数が２

日を超える者に、第１９号に掲げる場合にあっ

ては、無期雇用教職員に限る。ただし、第１０

号及び第１１号の休暇を取得できる短時間勤務

特定職員の制限については、育児休業、介護休

業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関

する法律（平成３年法律第７６号）第１６条の

３第２項又は第１６条の６第２項の規定におい

て準用する第６条第１項ただし書による労使協

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 (1)～(13) （略） 

 (14) 短時間勤務特定職員が夏季における盆等の

諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 その者の１週間の勤務

日の日数に応じ、一の事業年度の６月から１２

月までの期間における、次の表の日数欄に掲

げる週休日、休日、代休日及び勤務時間等規

程第２２条第２項の規定による年次休暇を取

得した日を除いて原則として連続する日数の

範囲内の期間 

  表    

 (15)～(18) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (19) 短時間勤務特定職員が不妊治療に係る通院

等のため勤務しないことが相当であると認め

られるとき 一の事業年度において５日（当

該通院等が体外受精その他の別に定める不妊

治療に係るものである場合にあっては、１０

日）の範囲内の期間 

(20) 短時間勤務特定職員がワークライフバラン

ス及び業務の生産性の向上を図るため、勤務

しないことが相当であると認められるとき 

一の事業年度において第１４号の表の日数の

項に掲げる日数の範囲内の期間 

（略） 

 

 

 

   国立大学法人京都大学支援職員就業規則 

（令和４年達示第３号） 

 

 （前 略） 

 

 

（中 略） 

別表第３（第１５条第２項関係） 

勤務時間

等規程の

規定 

適用する規定 

定がある場合に限る。）には、特別休暇を与える

ことがある。 

 (1)～(13) （同 左） 

 (14) 短時間勤務特定職員が夏季における盆等の

諸行事、心身の健康の維持及び増進又は家庭

生活の充実のため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 その者の１週間の勤務

日の日数に応じ、一の事業年度の６月から１２

月までの期間における、週休日、休日、代休

日及び勤務時間等規程第２２条第２項の規定

による年次休暇を取得した日を除いて原則と

して連続する、次の表の日数欄に掲げる日数

の範囲内の期間 

  表  

 (15)～(18)  

(19) ４０歳又は５０歳に達した短時間勤務特定

職員が職業生活の節目において心身のリフレ

ッシュを図るため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 当該年齢に達した日か

ら１年を経過する日までの間（当該期間中に

国立大学法人京都大学教職員出向規程（平成

１６年達示第７６号）第２条に規定する在籍

出向に係る期間がある場合は当該期間を考慮

して別に定める期間）における週休日、休

日、代休日及び第２２条第２項の規定による

年次休暇を取得する日を除いて原則として連

続する５日の範囲内の期間 

 (20)  

 

 

 

 

 

(21)  

 

 

 

 

（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第３（第１５条第２項関係） 

勤務時間

等規程の

規定 

適用する規定 

（同 左） 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

（略） 

第２４条

の２ 

第２４条の２ 病気休暇の期間は、療養のため

勤務しないことがやむを得ないと認められる

必要 小限度の期間とする。ただし、次に掲

げる場合以外の場合における病気休暇（以下

「特定病気休暇」という。）の期間は、次に

掲げる場合における病気休暇を使用した日そ

の他別に定める日（以下この条において「除

外日」という。）を除いて、連続して上限病

気休暇日数（別表第１の上限病気休暇日数の

欄に掲げる日数をいう。以下この条において

同じ。）（業務上負傷し、若しくは疾病にかか

り、又は通勤により負傷し、若しくは疾病に

かかった場合（以下「業務上負傷等の場合」

という。）は、１年）を超えることはできな

い。 

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 

(2) 京都大学安全衛生管理規程（平成１９年

達示第８号）第４０条第１項に規定する就

業制限の措置を受けた場合 

 

 

 

 

 

２～７ （略） 

（略） 

（後 略） 

 

 

 

国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３７号） 

 

（前 略） 

（職務専念義務免除時間） 

第３７条 有期雇用教職員は、次の各号の一に該当する

場合には、職務専念義務を免除される。ただし、免除

された時間は、給与を支払わない。 

(1) ６月を超える期間有害業務に従事する者が、勤務

時間内に総合的な健康診査を受けることを承認され

た場合 

(2)  

２  

 （中 略） 

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員

（第７号、第１０号、第１１号、第１４号及び第１５

号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期間が定

められている者又は６月以上継続勤務している者に限

る。）に対して当該各号に掲げる期間の有給の休暇を

与えるものとする。 

 

（同 左） 

第２４条

の２ 

第２４条の２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

(2)  

 

 

 (3) 女性の特定短時間勤務支援職員が母子保

健法（昭和４０年法律第１４１号）の規定

による保健指導又は健康診査に基づく指導

事項を守るため勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 

２～７ （同 左） 

（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（職務専念義務免除時間） 

第３７条 有期雇用教職員は、次の各号の一に該当する

場合には、職務専念義務を免除される。ただし、第２

号により免除された時間は、給与を支払わない。 

(1) ６月以上の契約期間が定められている者又は６月

以上継続勤務している者が、勤務時間内に総合的な

健康診査を受けることを承認された場合 

(2)  

２  

 

（年次休暇以外の休暇） 

第５４条 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員

（第７号、第１０号、第１１号、第１４号、第１５

号、第２１号及び第２２号に掲げる場合にあっては、

６月以上の契約期間が定められている者又は６月以上

継続勤務している者に、第１７号に掲げる場合にあっ

ては、無期雇用教職員に限る。ただし、第２１号及び

第２２号の休暇を取得できる有期雇用教職員の制限に

（同 左） （略） 

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(16) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ついては、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を

行う労働者の福祉に関する法律（平成３年法律第７６

号。以下「育児・介護休業法」という。）第１６条の

３第２項及び第１６条の６第２項の規定において準用

する第６条第１項ただし書による労使協定がある場合

に限る。）に対して当該各号に掲げる期間の有給の休

暇を与えるものとする。 

 (1)～(16) （同 左） 

 (17) ４０歳又は５０歳に達した有期雇用教職員が職

業生活の節目において心身のリフレッシュを図るた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 

当該年齢に達した日から１年を経過する日までの間

における休日及び前条第４項の規定による年次休暇

を取得する日を除いて原則として連続する５日の範

囲内の期間 

(18) 生後１年に達しない子を育てる有期雇用教職員

が、その子の保育のために必要と認められる授乳等

を行う場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間

（男性の有期雇用教職員にあっては、その子の当該

有期雇用教職員以外の親が、当該有期雇用教職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号

の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認さ

れ、又は労基法第６７条第１項の規定により同日に

おける育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ

れ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期

間を差し引いた期間を超えない期間） 

(19) 女性の有期雇用教職員が生理日における就業が

著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 必要と認められる期間 

(20) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合 必要と認められる期間 

(21) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の

子を含む。）を養育する有期雇用教職員が、その子

の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の

世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診

断を受けさせることをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 一の事業年度に

おいて当該子が１人の場合は５日、２人以上の場合

は１０日の範囲内の期間 

(22) 有期雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日

常生活を営むのに支障がある者（前号に掲げる場合

を除く。）を介護するため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 一の事業年度において当該

者が１人の場合は５日、２人以上の場合は１０日の

範囲内の期間 

(23) 女性の有期雇用教職員が母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）の規定による保健指導又は健康

診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合 必要と認められる

期間 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 次の各号に掲げる場合には、有期雇用教職員（第４

号及び第５号に掲げる場合にあっては、契約期間が６

月以上である者又は６月以上継続勤務している者に限

る。ただし、これらの休暇を取得できる有期雇用教職

員の制限については、育児休業、介護休業等育児又は

家族介護を行う労働者の福祉に関する法律（平成３年

法律第７６号。以下「育児・介護休業法」という。）

第１６条の３第２項及び第１６条の６第２項の規定に

おいて準用する第６条第１項ただし書による労使協定

がある場合に限る。）に対して当該各号に掲げる期間

の無給の休暇を与えるものとする。 

(1) 生後１年に達しない子を育てる有期雇用教職員

が、その子の保育のために必要と認められる授乳等

を行う場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間

（男性の有期雇用教職員にあっては、その子の当該

有期雇用教職員以外の親が、当該有期雇用教職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号

の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認さ

れ、又は労基法第６７条第１項の規定により同日に

おける育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ

れ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期

間を差し引いた期間を超えない期間） 

(2) 女性の有期雇用教職員が生理日における就業が著

しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合 必要と認められる期間 

(24) 有期雇用教職員が父母の追悼のための特別な行

事（父母の死亡後大学の定める年数内に行われるも

のに限る。）のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 １日の範囲内の期間 

(25) 有期雇用教職員が自発的に、かつ、報酬を得な

いで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対

する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その

勤務しないことが相当であると認められるとき そ

の者の１週間の勤務日の日数に応じ、一の事業年度

において次の表の日数欄に掲げる日数の範囲内の期

間 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域における

生活関連物資の配布その他の被災者を支援する

活動 

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームそ

の他の主として身体上若しくは精神上の障害が

ある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者

に対して必要な措置を講ずることを目的とする

施設における活動 

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病

により常態として日常生活を営むのに支障があ

る者の介護その他の日常生活を支援する活動 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

１週間の勤務日の日数 ５日 ４日 

日数 ５日 ４日 



改   正   前 改   正   後 

(3) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合 必要と認められる期間 

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子

を含む。）を養育する有期雇用教職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世

話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断

を受けさせることをいう。）のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 一の事業年度にお

いて当該子が１人の場合は５日、２人以上の場合は

１０日の範囲内の期間 

(5) 有期雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日常

生活を営むのに支障がある者（前号に掲げる場合を

除く。）を介護するため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 一の事業年度において当該者

が１人の場合は５日、２人以上の場合は１０日の範

囲内の期間 

(6) 女性の有期雇用教職員が母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）の規定による保健指導又は健康診

査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合 必要と認められる期

間 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１

分を単位として取り扱うものとする。ただし、第１項

第１２号、第１３号及び第１６号に該当する場合におい

ては、１日を単位として取り扱わなければならない。 

４ 年次休暇以外の休暇の手続については、教職員の例

に準じて取り扱うものとする。 

 （中 略） 

（妊産婦である女性有期雇用教職員の健康診査） 

第５６条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した

場合は、その者が母子保健法第１０条に規定する保健

指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるた

めに勤務しないことを承認するものとする。ただし、

承認された時間は、給与を支払わない。  

２ （略） 

（妊産婦である女性有期雇用教職員の業務軽減等） 

第５７条  

２  

３ 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合におい

て、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日

を通じて１時間を超えない範囲で勤務しないことを承

認するものとする。ただし、承認された時間は、給与

を支払わない。 

４ （略） 

   第７章 育児・介護休業等 

 （育児・介護休業等） 

第５８条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１分

を単位として取り扱うものとする。ただし、前項第

１２号、第１３号及び第１６号に該当する場合におい

ては、１日を単位として取り扱わなければならない。 

３ （同 左） 

 

 

（妊産婦である女性有期雇用教職員の健康診査） 

第５６条 妊産婦である女性有期雇用教職員が請求した

場合は、その者が母子保健法第１０条に規定する保健

指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるた

めに勤務しないことを承認するものとする。 

 

２ （同 左） 

（妊産婦である女性有期雇用教職員の業務軽減等） 

第５７条  

２  

３ 妊娠中の女性有期雇用教職員が請求した場合におい

て、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日

を通じて１時間を超えない範囲で勤務しないことを承

認するものとする。 

 

４ （同 左） 

第７章 休業等 

（育児・介護休業等） 

第５８条 （同 左） 

 （自己啓発等休業） 

（略） （同 左） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 （中 略） 

 

 

 （中 略） 

別表第１０ 

育児・介

護規程の

規定 

適用する規定 

（略） 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期雇用教職

員就業規則第４４条に規定する正規の勤

務時間の始め又は終りにおいて、１日を

通じて２時間（有期雇用教職員就業規則

第５４条第２項第１号に規定する保育時

間を承認されている有期雇用教職員につ

いては、２時間から当該保育時間を減じ

た時間）を超えない範囲内で、有期雇用

教職員の託児の態様、通勤の状況等から

必要とされる時間について、１５分を単

位として行うものとする。 

（略） 

 

 

 

   国立大学法人京都大学時間雇用教職員就業規則 

（平成１７年達示第３８号） 

 

（前 略） 

（職務専念義務免除時間） 

第３２条 時間雇用教職員は、次の各号の一に該当する

場合には、職務専念義務を免除される。ただし、免除

された時間は、給与を支払わない。 

(1) ６月を超える期間有害業務に従事する者が、勤務

時間内に総合的な健康診査を受けることを承認され

た場合 

(2)  

２ 

（中 略） 

（年次休暇以外の休暇） 

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員

（第７号、第１１号、第１２号、第１５号及び第１６

号に掲げる場合にあっては、６月以上の契約期間が定

められている者又は６月以上継続勤務している者（第

７号に掲げる場合にあっては、１週間の所定勤務日数

第５８条の２ 有期雇用教職員の自己啓発等休業に関し

必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員

の自己啓発等休業に関する規程（平成２０年達示第

７７号）による。 

 （配偶者同行休業） 

第５８条の３ 有期雇用教職員の配偶者同行休業に関し

必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員

の配偶者同行休業に関する規程（平成２７年達示第

２４号）による。 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第１０ 

育児・介

護規程の

規定 

適用する規定 

（同 左） 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、有期雇用教職

員就業規則第４４条に規定する正規の勤

務時間の始め又は終りにおいて、１日を

通じて２時間（有期雇用教職員就業規則

第５４条第１項第１８号に規定する保育

時間を承認されている有期雇用教職員に

ついては、２時間から当該保育時間を減

じた時間）を超えない範囲内で、有期雇

用教職員の託児の態様、通勤の状況等か

ら必要とされる時間について、１５分を

単位として行うものとする。 

（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

（職務専念義務免除時間） 

第３２条 時間雇用教職員は、次の各号の一に該当する

場合には、職務専念義務を免除される。ただし、第２

号により免除された時間は、給与を支払わない。 

(1) ６月以上の契約期間が定められている者又は６月

以上継続勤務している者が、勤務時間内に総合的な

健康診査を受けることを承認された場合 

(2)  

２  

 

（年次休暇以外の休暇） 

第４６条 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員

（第７号、第１１号、第１２号、第１５号、第１６

号、第２２号及び第２３号に掲げる場合にあっては、

６月以上の契約期間が定められている者又は６月以上

継続勤務している者（第７号、第２２号及び第２３号

（略） （同 左） 
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が２日以下である者又は週以外の期間によって勤務日

が定められている時間雇用教職員で１年間の勤務日が

１２０日以下である者を除き、第１１号に掲げる場合

にあっては、週以外の期間によって勤務日が定められ

ている職員で１年間の勤務日が４７日以下である者を

除く。）に限り、第９号に掲げる場合にあっては、別

表第３に掲げる者を除き、第１７号に掲げる場合にあ

っては、１週間の所定勤務日数が２日以下である者又

は週以外の期間によって勤務日が定められている時間

雇用教職員で１年間の勤務日が１２０日以下である者

を除く。）に対して当該各号に掲げる期間の有給の休

暇を与えるものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (1)～(17) （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

に掲げる場合にあっては、１週間の所定勤務日数が２

日以下である者又は週以外の期間によって勤務日が定

められている時間雇用教職員で１年間の勤務日が１２

０日以下である者を除き、第１１号に掲げる場合にあ

っては、週以外の期間によって勤務日が定められてい

る職員で１年間の勤務日が４７日以下である者を除

く。ただし、第２２号及び第２３号の休暇を取得でき

る時間雇用教職員の制限については、育児休業、介護

休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する

法律（平成３年法律第７６号。以下第５０条において

「育児・介護休業法」という。）第１６条の３第２項

又は第１６条の６第２項の規定において準用する第６

条第１項ただし書による労使協定がある場合に限

る。）に限り、第９号に掲げる場合にあっては、別表

第３に掲げる者を除き、第１７号に掲げる場合にあっ

ては、１週間の所定勤務日数が２日以下である者又は

週以外の期間によって勤務日が定められている時間雇

用教職員で１年間の勤務日が１２０日以下である者を

除き、第１８号に掲げる場合にあっては、無期雇用教

職員に限る。）に対して当該各号に掲げる期間の有給

の休暇を与えるものとする。 

 (1)～(17) （同 左） 

 (18) ４０歳又は５０歳に達した時間雇用教職員が職

業生活の節目において心身のリフレッシュを図るた

め勤務しないことが相当であると認められる場合 

当該年齢に達した日から１年を経過する日までの間

における休日及び前条第４項の規定による年次休暇

を取得する日を除いて原則として連続する５日の範

囲内の期間 

(19) 生後１年に達しない子を育てる時間雇用教職員

が、その子の保育のために必要と認められる授乳等

を行う場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間

（男性の時間雇用教職員にあっては、その子の当該

時間雇用教職員以外の親が、当該時間雇用教職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号

の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認さ

れ、又は労基法第６７条第１項の規定により同日に

おける育児時間を請求した場合は、１日２回それぞ

れ３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期

間を差し引いた期間を超えない期間） 

(20) 女性の時間雇用教職員が生理日における就業が

著しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと

認められる場合 必要と認められる期間 

(21) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合 必要と認められる期間 

(22) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の

子を含む。）を養育する時間雇用教職員が、その子

の看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の

世話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診

断を受けさせることをいう。）のため勤務しないこ

とが相当であると認められる場合 一の事業年度に
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おいて当該子が１人の場合は５日、２人以上の場合

は１０日の範囲内の期間 

(23) 時間雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しく

は精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日

常生活を営むのに支障がある者（前号に掲げる場合

を除く。）を介護するため勤務しないことが相当で

あると認められる場合 一の事業年度において当該

者が１人の場合は５日、２人以上の場合は１０日の

範囲内の期間 

(24) 女性の時間雇用教職員が母子保健法（昭和４０

年法律第１４１号）の規定による保健指導又は健康

診査に基づく指導事項を守るため勤務しないことが

やむを得ないと認められる場合 必要と認められる

期間 

(25) 時間雇用教職員が父母の追悼のための特別な行

事（父母の死亡後大学の定める年数内に行われるも

のに限る。）のため勤務しないことが相当であると

認められる場合 １日の範囲内の期間 

(26) 時間雇用教職員が自発的に、かつ、報酬を得な

いで次に掲げる社会に貢献する活動（専ら親族に対

する支援となる活動を除く。）を行う場合で、その

勤務しないことが相当であると認められるとき 次

の表の１週間又は１年間の勤務日の日数欄の区分に

応じ、一の事業年度において、同表の日数の項に掲

げる日数の範囲内の期間 

ア 地震、暴風雨、噴火等により相当規模の災害

が発生した被災地又はその周辺の地域における

生活関連物資の配布その他の被災者を支援する

活動 

イ 身体障害者療護施設、特別養護老人ホームそ

の他の主として身体上若しくは精神上の障害が

ある者又は負傷し、若しくは疾病にかかった者

に対して必要な措置を講ずることを目的とする

施設における活動 

ウ 身体上若しくは精神上の障害、負傷又は疾病

により常態として日常生活を営むのに支障があ

る者の介護その他の日常生活を支援する活動 

  

 

 

 １週間又は１年間の勤務日の日数 その他の事項 

 ５日 ４日 ３日 ２日 １日 １週間の勤務日が４日

以下とされている時間

雇用教職員で１週間の

勤務時間が３０時間以

上であるものは、５日

の勤務日の区分を適用

する。 

 ２１７

日以上 

１６９

日から 

２１６

日まで 

１２１

日から 

１６８

日まで 

７３日

から 

１２０

日まで 

４８日

から 

７２日

まで 

週以外の期間によっ

て勤務日が定められ

ているものに適用す

る。 

日数 ５日 ４日 ３日 ２日 １日  
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２ 次の各号に掲げる場合には、時間雇用教職員（第４

号及び第５号に掲げる場合にあっては、６月以上の契

約期間が定められている者又は６月以上継続勤務して

いる者であって、１週間の所定勤務日数が２日を超え

る者に限る。ただし、これらの休暇を取得できる時間

雇用教職員の制限については、育児休業、介護休業等

育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律

（平成３年法律第７６号。以下第５０条において「育

児・介護休業法」という。）第１６条の３第２項又は

第１６条の６第２項の規定において準用する第６条第

１項ただし書による労使協定がある場合に限る。）に

対して当該各号に掲げる期間の無給の休暇を与えるも

のとする。 

(1) 生後１年に達しない子を育てる時間雇用教職員

が、その子の保育のために必要と認められる授乳等

を行う場合 １日２回それぞれ３０分以内の期間

（男性の時間雇用教職員にあっては、その子の当該

時間雇用教職員以外の親が、当該時間雇用教職員が

この号の休暇を使用しようとする日におけるこの号

の休暇（これに相当する休暇を含む。）を承認さ

れ、又は労基法第６７条第１項の規定により同日に

おける育児時間を請求した場合は１日２回それぞれ

３０分から当該承認又は請求に係る各回ごとの期間

を差し引いた期間を超えない期間） 

(2) 女性の時間雇用教職員が生理日における就業が著

しく困難なため勤務しないことがやむを得ないと認

められる場合 必要と認められる期間 

(3) 職務上の負傷又は疾病のため療養する必要があ

り、その勤務しないことがやむを得ないと認められ

る場合 必要と認められる期間 

(4) 小学校就学の始期に達するまでの子（配偶者の子

を含む。）を養育する時間雇用教職員が、その子の

看護（負傷し、若しくは疾病にかかったその子の世

話を行い、又はその子に予防接種若しくは健康診断

を受けさせることをいう。）のため勤務しないこと

が相当であると認められる場合 一の事業年度にお

いて当該子が１人の場合は５日、２人以上の場合は

１０日の範囲内の期間 

(5) 時間雇用教職員が負傷、疾病又は身体上若しくは

精神上の障害により２週間以上の期間にわたり日常

生活を営むのに支障がある者（前号に掲げる場合を

除く。）を介護するため勤務しないことが相当であ

ると認められる場合 一の事業年度において当該者

が１人の場合は５日、２人以上の場合は１０日の範

囲内の期間 

(6) 女性の時間雇用教職員が母子保健法（昭和４０年

法律第１４１号）の規定による保健指導又は健康診

査に基づく指導事項を守るため勤務しないことがや

むを得ないと認められる場合 必要と認められる期

間 

３ 前２項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１

分を単位として取り扱うものとする。ただし、第１項

第９号、第１３号、第１４号及び第１７号に掲げる場

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２ 前項の休暇は、必要に応じて１日、１時間又は１分

を単位として取り扱うものとする。ただし、前項第９

号、第１３号、第１４号及び第１７号に掲げる場合に
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合においては、１日を単位として取り扱わなければな

らない。 

４ 年次休暇以外の休暇の手続については、教職員の例

に準じて取り扱うものとする。ただし、第１項第９号

の休暇については、教職員の場合における休日の例に

準じて取り扱うものとする。 

（中 略） 

（妊産婦である女性時間雇用教職員の健康診査） 

第４８条 妊産婦である女性時間雇用教職員が請求した

場合は、その者が母子保健法第１０条に規定する保健 

指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるた

めに勤務しないことを承認するものとする。ただし、

承認された時間は、給与を支払わない。  

２ （略） 

（妊産婦である女性時間雇用教職員の業務軽減等） 

第４９条  

２  

３ 妊娠中の女性時間雇用教職員が請求した場合におい

て、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日

を通じて１時間を超えない範囲で勤務しないことを承

認するものとする。ただし、承認された時間は、給与

を支払わない。 

４ （略） 

   第７章 育児・介護休業等 

 （育児・介護休業等） 

第５０条 （略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 （中 略） 
 
 
（中 略） 

別表第９（第５０条関係） 

育児・介

護規程の

規定 

適用する規定 

（略） 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、時間雇用教職

員就業規則第３８条に規定する正規の勤

務時間の始め又は終りにおいて、１日を

通じて２時間（時間雇用教職員就業規則

第４６条第２項第１号に規定する保育時

間を承認されている時間雇用教職員につ

おいては、１日を単位として取り扱わなければならな

い。 

３ （同 左） 

 

 

 

 

（妊産婦である女性時間雇用教職員の健康診査） 

第４８条 妊産婦である女性時間雇用教職員が請求した

場合は、その者が母子保健法第１０条に規定する保健

指導又は同法第１３条に規定する健康診査を受けるた

めに勤務しないことを承認するものとする。 

 

２ （同 左） 

（妊産婦である女性時間雇用教職員の業務軽減等） 

第４９条  

２  

３ 妊娠中の女性時間雇用教職員が請求した場合におい

て、その者が通勤に利用する交通機関の混雑の程度が

母体又は胎児の健康保持に影響があると認めるとき

は、所定の勤務時間の始め又は終わりにおいて、１日

を通じて１時間を超えない範囲で勤務しないことを承

認するものとする。 

 

４ （同 左） 

第７章 休業等 

 （育児・介護休業等） 

第５０条 （同 左） 

 （自己啓発等休業） 

第５０条の２ 時間雇用教職員の自己啓発等休業に関し

必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員

の自己啓発等休業に関する規程（平成２０年達示第

７７号）による。 

 （配偶者同行休業） 

第５０条の３ 時間雇用教職員の配偶者同行休業に関し

必要な事項については、国立大学法人京都大学教職員

の配偶者同行休業に関する規程（平成２７年達示第

２４号）による。 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

別表第９（第５０条関係） 

育児・介

護規程の

規定 

適用する規定 

（同 左） 

第１７条 第１７条 育児部分休業は、時間雇用教職

員就業規則第３８条に規定する正規の勤

務時間の始め又は終りにおいて、１日を

通じて２時間（時間雇用教職員就業規則

第４６条第１項第１９号に規定する保育

時間を承認されている時間雇用教職員に

（略） （同 左） 
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いては、２時間から当該保育時間を減じ

た時間）を超えない範囲内で、時間雇用

教職員の託児の態様、通勤の状況等から

必要とされる時間について、１５分を単

位として行うものとする。 

（略） 

 

 

 

国立大学法人京都大学教職員の勤務時間、休暇

等に関する規程 

（平成１６年達示第８３号） 

 

 （前 略） 

 （病気休暇の期間） 

第２４条の２ 病気休暇の期間は、療養のため勤務しな

いことがやむを得ないと認められる必要 小限度の期

間とする。ただし、次に掲げる場合以外の場合におけ

る病気休暇（以下「特定病気休暇」という。）の期間

は、次に掲げる場合における病気休暇を使用した日そ

の他別に定める日（以下この条において「除外日」と

いう。）を除いて連続して９０日（業務上負傷し、若

しくは疾病にかかり、又は通勤により負傷し、若しく

は疾病にかかった場合（以下「業務上負傷等の場合」

という。）は、１年）を超えることはできない。 

(1) 生理日の就業が著しく困難な場合 

(2) 京都大学安全衛生管理規程（平成１９年達示第８

号）第４０条第１項に規定する就業制限の措置を受

けた場合 

 

 

 

 

 （後 略） 
 
 
 
 
 

国立大学法人京都大学教職員の自己啓発等休業

に関する規程 

（平成２０年達示第７７号） 

 

 （前 略） 

 （定義） 

第２条 この規程において「教職員」とは、就業規則及

び国立大学法人京都大学支援職員就業規則（令和４年

達示第３号）の適用を受ける教職員のうち、再雇用さ

れた教職員、育児休業に伴う任期付教職員その他の任

期を限られた教職員以外の教職員をいう。 

 

 

 

ついては、２時間から当該保育時間を減

じた時間）を超えない範囲内で、時間雇

用教職員の託児の態様、通勤の状況等か

ら必要とされる時間について、１５分を

単位として行うものとする。 

（同 左） 

 

 

 

 

 

 

 

 

（病気休暇の期間） 

第２４条の２  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(1)  

(2)  

 

 

(3) 女性の教職員が母子保健法（昭和４０年法律第

１４１号）の規定による保健指導又は健康診査に基

づく指導事項を守るため勤務しないことがやむを得

ないと認められる場合 
 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において「教職員」とは、次の各号に

掲げる者をいう。 

 

 

 

 (1) 就業規則及び国立大学法人京都大学支援職員就業

規則（令和４年達示第３号）の適用を受ける教職員

のうち、再雇用された教職員、育児休業に伴う任期

（同 左） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２～５ （略） 

 （中 略） 

 （効果） 

第６条  

２  

３ 自己啓発等休業をしている期間については給与を支

給せず、自己啓発部分休業をした時間については国立

大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６年達示第

８０号）第３７条（国立大学法人京都大学年俸制教員

給与規程（平成２６年達示第５６号。以下この条にお

いて「年俸制教員給与規程」という。）第８条におい

て準用する場合を含む。）の規定にかかわらず、その

勤務しない１時間につき、給与規程第３９条（年俸制

教員給与規程第８条において準用する場合を含む。）

に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

付教職員その他の任期を限られた教職員以外の教職

員 

(2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規

則（平成１８年達示第２１号。以下「特定有期雇用

教職員就業規則」という。）の適用を受ける教職員

のうち、同規則第１９条の２又は労働契約法（平成

１９年法律第１２８号）第１８条の規定（科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平

成２０年法律第６３号）第１５条の２の規定が適用

される場合を含む。次号において同じ。）に基づき

期間の定めのない労働契約へ転換した教職員 

(3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則

（平成１７年達示第３７号）及び国立大学法人京都

大学時間雇用教職員就業規則（平成１７年達示第３

８号）の適用を受ける教職員のうち、労働契約法第

１８条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ

転換した教職員 

２～５ （同 左） 

 

（効果） 

第６条  

２  

３ 自己啓発等休業をしている期間については給与を支

給しない。 

 

 

 

 

 

 

 

 

４ 自己啓発部分休業をした時間については、次の各号

に掲げる当該自己啓発部分休業をした者の区分に応

じ、当該各号に定めるところにより給与を減額して支

給する。 

(1) 第２条第１項第１号及び第２号に掲げる者 国立

大学法人京都大学教職員給与規程（平成１６年達示

第８０号。以下「給与規程」という。）第３７条

（国立大学法人京都大学年俸制教員給与規程（平成

２６年達示第５６号。以下この条において「年俸制

教員給与規程」という。）第８条又は特定有期雇用

教職員就業規則第７条、第１１条、第２０条若しく

は第３２条において準用する場合を含む。）の規定

にかかわらず、その勤務しない１時間につき、給与

規程第３９条（年俸制教員給与規程第８条又は特定

有期雇用教職員就業規則第７条、第１１条、第２０

条若しくは第３２条において準用する場合を含

む。）に規定する勤務１時間当たりの給与額を減額

する。 

(2) 第２条第１項第３号に掲げる者 国立大学法人京

都大学有期雇用教職員就業規則第３４条に規定する

算式により計算した額を日給から減じて支給する。 

（同 左） （略） 



改   正   前 改   正   後 

 

 

 

 （中 略） 

（職務復帰後における給与の調整） 

第１１条 自己啓発等休業をした教職員が職務に復帰し

た場合におけるその者の号俸については、部内の他の

教職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する細則（平成１６年４月１日総長裁定）

の定めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。 

 （後 略） 

 

 

 

 

 

国立大学法人京都大学教職員の配偶者同行休業

に関する規程 

（平成２７年達示第２４号） 

 

（前 略） 

 （定義） 

第２条 この規程において「教職員」とは、就業規則及

び国立大学法人京都大学支援職員就業規則（令和４年

達示第３号）の適用を受ける教職員のうち、次の各号

に掲げる教職員以外の教職員をいう。 

 

 

 

(1) 再雇用された教職員、育児休業に伴う任期付教

職員その他の任期を限られた教職員（京都大学教員

の任期に関する規程（平成１０年達示第２３号）に

基づき任期を定めて雇用された教員を除く。） 

(2) 試用期間中の教職員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

２・３ （略） 

 （中 略） 

（職務復帰後における給与等の取扱い） 

(3) 第２条第１項第４号に掲げる者 その勤務しない

１時間につき、国立大学法人京都大学時間雇用教職

員就業規則第２４条に規定する時間給を減額する。 

 

（職務復帰後における給与の調整） 

第１１条 自己啓発等休業をした教職員（第２条第１項

第１号に規定する者に限る。）が職務に復帰した場合

におけるその者の号俸については、部内の他の教職員

との権衡上必要と認められる範囲内において、国立大

学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する細則（平成１６年４月１日総長裁定）の定め

るところにより、必要な調整を行うことができる。 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

（定義） 

第２条 この規程において「教職員」とは、次の各号に

掲げる者をいう。 

 

 

 (1) 就業規則及び国立大学法人京都大学支援職員就業

規則（令和４年達示第３号）の適用を受ける教職員

のうち、次に掲げる教職員以外の教職員 

ア 再雇用された教職員、育児休業に伴う任期付

教職員その他の任期を限られた教職員（京都大学

教員の任期に関する規程（平成１０年達示第２３号）

に基づき任期を定めて雇用された教員を除く。） 

イ 試用期間中の教職員 

 (2) 国立大学法人京都大学特定有期雇用教職員就業規

則（平成１８年達示第２１号）の適用を受ける教職

員のうち、同規則第１９条の２又は労働契約法（平

成１９年法律第１２８号）第１８条の規定（科学技

術・イノベーション創出の活性化に関する法律（平

成２０年法律第６３号）第１５条の２の規定が適用

される場合を含む。次号において同じ。）に基づき

期間の定めのない労働契約へ転換した教職員 

 (3) 国立大学法人京都大学有期雇用教職員就業規則

（平成１７年達示第３７号）及び国立大学法人京都

大学時間雇用教職員就業規則（平成１７年達示第３

８号）の適用を受ける教職員のうち、労働契約法第

１８条の規定に基づき期間の定めのない労働契約へ

転換した教職員 

２・３ （同 左） 

 

（職務復帰後における給与等の取扱い） 



改   正   前 改   正   後 

第１０条 配偶者同行休業をした教職員が職務に復帰し

た場合におけるその者の号俸については、部内の他の

教職員との権衡上必要と認められる範囲内において、

国立大学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等

の基準に関する細則（平成１６年４月１日総長裁定）

の定めるところにより、必要な調整を行うことができ

る。 

（配偶者同行休業に伴う任期付教職員の採用） 

第１１条 大学は、第３条第１項又は第４条第１項の規

定により請求があった場合において、当該配偶者同行

休業期間について教職員の配置換その他の方法によっ

て当該請求をした教職員の業務を処理することが困難

であると認めるときは、当該業務を処理するため、配

偶者同行休業期間を任用の期間（以下この条において

「任期」という。）の限度として行う任期を定めた採

用を行うことができる。 

 

２～７ （略） 

 （後 略） 

第１０条 配偶者同行休業をした教職員（第２条第１項

第１号に規定する者に限る。）が職務に復帰した場合

におけるその者の号俸については、部内の他の教職員

との権衡上必要と認められる範囲内において、国立大

学法人京都大学教職員の初任給、昇格、昇給等の基準

に関する細則（平成１６年４月１日総長裁定）の定め

るところにより、必要な調整を行うことができる。 

（配偶者同行休業に伴う任期付教職員の採用） 

第１１条 大学は、第３条第１項又は第４条第１項の規

定により請求（第２条第１項第１号に規定する者から

の請求に限る。）があった場合において、当該配偶者

同行休業期間について教職員の配置換その他の方法に

よって当該請求をした教職員の業務を処理することが

困難であると認めるときは、当該業務を処理するた

め、配偶者同行休業期間を任用の期間（以下この条に

おいて「任期」という。）の限度として行う任期を定

めた採用を行うことができる。 

２～７ （同 左） 

 

附 則（令和６年達示第１２号） 

この規則は、令和６年４月１日から施行する。 

 

 


